
今
年
度
の
申
告
相
談
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
お
住
ま

い
の
地
区
ご
と
に
相
談
で
き
る
日
を
設
け
ま

す
。
会
場
内
の
混
雑
を
回
避
す
る
た
め
、
皆

さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
税
務
課

　
☎
21
・
２
２
４
７
　
℻
22
・
５
９
０
３

税の種類 申告・
納期限 振替日

申告所得税・
復興特別所得税
消費税・
地方消費税

3/15
㈪

4/19
㈪

4/23
㈮

3/31
㈬

▼申告期限・納期限・振替納付日

贈与税 3/15
㈪ ―

　
熱
な
ど
の
症
状
の
あ
る
方
は
入
場
を
ご
遠

慮
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

❷
パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

　
確
定
申
告
が
で
き
ま
す

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
税
務
署
で
取
得

し
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
で
き
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、
ご
自
宅
か
ら
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申
告
は
、
年
末

調
整
済
み
で
医
療
費
控
除
や
ふ
る
さ
と

納
税
な
ど
の
寄
附
金
控
除
の
申
告
を
す

る
方
の
ほ
か
、
２
カ
所
以
上
の
給
与
所

得
が
あ
る
方
、
年
金
収
入
や
副
業
な
ど

の
雑
所
得
が
あ
る
方
な
ど
、
多
く
の
方

が
利
用
で
き
ま
す
。

柏
崎
税
務
署
か
ら
の

お
知
ら
せ

問
柏
崎
税
務
署

　
☎
22
・
２
１
３
１
（
自
動
音
声
案
内
）

❶
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
は

　
「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す

▼
確
定
申
告
会
場
の
開
設
期
間

２
月
１
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈪
（
土
・
日
曜
、

祝
日
を
除
く
）

※

還
付
申
告
の
申
告
相
談
は
、
２
月
15
日
㈪

以
前
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

▼
受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
（
提
出
は
午
後

５
時
ま
で
）

※

相
談
開
始
は
午
前
９
時
〜
。

▼
と
こ
ろ

柏
崎
税
務
署

▼
注
意

●
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は

「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。
整
理
券

は
会
場
で
当
日
配
付
し
、
Ｌ
Ⅰ
Ｎ
Ｅ
で
も

事
前
発
行
し
て
い
ま
す
。
入
場
整
理
券
の

配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

●
入
場
の
際
に
検
温
を
行
い
ま
す
。
咳
・
発

確定申告に関する情報は
「国税庁ホームページ」で検索！

国税庁ＨＰ

❸
納
税
は
便
利
な
振
替
納
税
で

振
替
納
税
に
す
る
と
、
指
定
し
た
口
座

か
ら
自
動
的
に
納
付
で
き
ま
す
。
振
替
納
税

を
新
規
で
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
の
納
期
限

ま
で
に
、
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
を
税
務

署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
預
貯
金
口
座
振

替
依
頼
書
は
税
務
署
に
あ
る
他
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

■申告相談日程表

申
告
時
の
持
ち
物
な
ど
、
詳
細
は
２

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■ご協力をお願いします！
●混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区の相談日にお越しください。

　ご都合が悪い場合は、別日にお越しください

●会場には、必要最小限の人数でお越しください　　

●受付開始直後は大変混雑します。時間をずらして来場してください

●発熱・咳など、体調のすぐれない方は来場をご遠慮ください

●会場内ではマスクの着用、手指の消毒をお願いします

●市・県民税申告書の郵送提出にご協力ください

●市役所会場は入場整理券を配布し、入場制限を行います。

　入場整理券は、当日の8：40から配布します

■申告期間　2/16㈫～3/15㈪

ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

　

   

税
務
署
に
行
く
手
間
が

　
か
か
ら
な
い

　　
確
定
申
告
期
間
中
は

　
24
時
間
い
つ
で
も
利
用

　
で
き
る

税
の
申
告
相

談
会
は
、

各
地
区
の
相

談
日
に
お
越

し
く
だ
さ
い

※各会場とも昨年度と場所が異なりますので、ご注意ください。
※西山会場は土足禁止です。必要な方は内履きをお持ちください。

コモタウン
柏崎

駅前公園

上下水道局

㈱ブルボン
本社

文化会館
アルフォーレ

新庁舎

柏崎駅柏崎駅

map
地区

第一中学校区
第二中学校区
第三中学校区
鏡が沖中学校区
瑞穂中学校区
松浜中学校区
南中学校区
東中学校区
第五中学校区
※高柳地区を除く。

北条中学校区

高柳地区

西山地区

相談日
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
3/10 ㈬～ 12 ㈮・15 ㈪
2/16 ㈫～ 19 ㈮・22 ㈪
3/10 ㈬～ 12 ㈮・15 ㈪
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
2/16 ㈫～ 19 ㈮・22 ㈪
2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬、3/10 ㈬・15 ㈪

2/19 ㈮・26 ㈮、3/5 ㈮・12 ㈮

市役所新庁舎
1 階多目的室

高柳町事務所
3 階大会議室
9：30 ～ 15：00
※15 ㈪は 12：00 まで。
西山町いきいき館
1 階いきいきホール
9：30 ～ 15：30

ところ・受付時間

9：00 ～ 16：00
※土・日曜、祝日
　を除く。

学校区は市HP
で確認できます

来庁者用
駐車場

新庁舎
西玄関▶

◀東玄関
多目的室

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
か
ら
国
税

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
を
友
だ
ち
登
録

ト
ー
ク
画
面
で
「
相
談
を
申

込
む
」
を
選
択
し
、
会
場
を

選
択

希
望
す
る
日
時
を
選
択
し
て

「
入
場
整
理
券
」
を
事
前
に

取
得

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で「
入
場
整
理

券
」を
取
得
す
る
方
法

STEP
01

STEP
02

STEP
03

※

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
と
友
だ
ち
に
な
る
方
法
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
税
庁

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
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コ
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ウ

イ
ル
ス
感
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症
拡
大
防
止
の
た
め
、
お
住
ま

い
の
地
区
ご
と
に
相
談
で
き
る
日
を
設
け
ま

す
。
会
場
内
の
混
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を
回
避
す
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た
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、
皆
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の
ご
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解
と
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を
よ
ろ
し
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お
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い
し
ま
す
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問
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２
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22
・
５
９
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３
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納期限 振替日

申告所得税・
復興特別所得税
消費税・
地方消費税

3/15
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4/19
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4/23
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㈬

▼申告期限・納期限・振替納付日

贈与税 3/15
㈪ ―

　
熱
な
ど
の
症
状
の
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方
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を
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が
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ま
す
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を
利
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止
の
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、
ご
自
宅
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ら
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ｘ
を

ご
利
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く
だ
さ
い
。

※

ス
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ー
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フ
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で
の
申
告
は
、
年
末

調
整
済
み
で
医
療
費
控
除
や
ふ
る
さ
と

納
税
な
ど
の
寄
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金
控
除
の
申
告
を
す

る
方
の
ほ
か
、
２
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所
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の
給
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所

得
が
あ
る
方
、
年
金
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業
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ど
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雑
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得
が
あ
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方
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ど
、
多
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の
方
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利
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内
）

❶
確
定
申
告
会
場
へ
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場
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「
入
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整
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券
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が
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要
で
す

▼
確
定
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１
日
㈪
〜
３
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15
日
㈪
（
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・
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、

祝
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を
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※

還
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申
告
の
申
告
相
談
は
、
２
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15
日
㈪

以
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で
も
受
け
付
け
ま
す
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▼
受
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時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
（
提
出
は
午
後

５
時
ま
で
）

※

相
談
開
始
は
午
前
９
時
〜
。

▼
と
こ
ろ

柏
崎
税
務
署

▼
注
意

●
混
雑
緩
和
の
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は

「
入
場
整
理
券
」
が
必
要
で
す
。
整
理
券

は
会
場
で
当
日
配
付
し
、
Ｌ
Ⅰ
Ｎ
Ｅ
で
も

事
前
発
行
し
て
い
ま
す
。
入
場
整
理
券
の

配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
の
来
場
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

●
入
場
の
際
に
検
温
を
行
い
ま
す
。
咳
・
発

確定申告に関する情報は
「国税庁ホームページ」で検索！

国税庁ＨＰ

❸
納
税
は
便
利
な
振
替
納
税
で

振
替
納
税
に
す
る
と
、
指
定
し
た
口
座

か
ら
自
動
的
に
納
付
で
き
ま
す
。
振
替
納
税

を
新
規
で
希
望
さ
れ
る
方
は
、
左
の
納
期
限

ま
で
に
、
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
を
税
務

署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
預
貯
金
口
座
振

替
依
頼
書
は
税
務
署
に
あ
る
他
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

■申告相談日程表

申
告
時
の
持
ち
物
な
ど
、
詳
細
は
２

月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■ご協力をお願いします！
●混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区の相談日にお越しください。

　ご都合が悪い場合は、別日にお越しください

●会場には、必要最小限の人数でお越しください　　

●受付開始直後は大変混雑します。時間をずらして来場してください

●発熱・咳など、体調のすぐれない方は来場をご遠慮ください

●会場内ではマスクの着用、手指の消毒をお願いします

●市・県民税申告書の郵送提出にご協力ください

●市役所会場は入場整理券を配布し、入場制限を行います。

　入場整理券は、当日の8：40から配布します

■申告期間　2/16㈫～3/15㈪

ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
の
メ
リ
ッ
ト

　
   

税
務
署
に
行
く
手
間
が

　
か
か
ら
な
い

　　
確
定
申
告
期
間
中
は

　
24
時
間
い
つ
で
も
利
用

　
で
き
る

税
の
申
告
相

談
会
は
、

各
地
区
の
相

談
日
に
お
越

し
く
だ
さ
い

※各会場とも昨年度と場所が異なりますので、ご注意ください。
※西山会場は土足禁止です。必要な方は内履きをお持ちください。

コモタウン
柏崎

駅前公園

上下水道局

㈱ブルボン
本社

文化会館
アルフォーレ

新庁舎

柏崎駅柏崎駅

map
地区

第一中学校区
第二中学校区
第三中学校区
鏡が沖中学校区
瑞穂中学校区
松浜中学校区
南中学校区
東中学校区
第五中学校区
※高柳地区を除く。

北条中学校区

高柳地区

西山地区

相談日
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
3/10 ㈬～ 12 ㈮・15 ㈪
2/16 ㈫～ 19 ㈮・22 ㈪
3/10 ㈬～ 12 ㈮・15 ㈪
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
3/3 ㈬～ 5 ㈮・8 ㈪～ 9 ㈫
2/16 ㈫～ 19 ㈮・22 ㈪
2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬～ 26 ㈮、3/1 ㈪～ 2 ㈫

2/24 ㈬、3/10 ㈬・15 ㈪

2/19 ㈮・26 ㈮、3/5 ㈮・12 ㈮

市役所新庁舎
1 階多目的室

高柳町事務所
3 階大会議室
9：30 ～ 15：00
※15 ㈪は 12：00 まで。
西山町いきいき館
1 階いきいきホール
9：30 ～ 15：30

ところ・受付時間

9：00 ～ 16：00
※土・日曜、祝日
　を除く。

学校区は市HP
で確認できます

来庁者用
駐車場

新庁舎
西玄関▶

◀東玄関
多目的室

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
か
ら
国
税

庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
を
友
だ
ち
登
録

ト
ー
ク
画
面
で
「
相
談
を
申

込
む
」
を
選
択
し
、
会
場
を

選
択

希
望
す
る
日
時
を
選
択
し
て

「
入
場
整
理
券
」
を
事
前
に

取
得

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で「
入
場
整
理

券
」を
取
得
す
る
方
法

STEP
01

STEP
02

STEP
03

※

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
と
友
だ
ち
に
な
る
方
法
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
税
庁

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

13　広報かしわざき　2021.1



廃車・譲渡に必要なもの
注意：廃車の手続きをせずに、車両を手放してしまう
と、軽自動車税が課せられたままになってしまいます。
①軽自動車廃車申告書兼標識返納書
（税務課窓口にあります）
②ナンバープレート
（紛失した場合は標識弁償金300円が必要です）
③印鑑
   個人は、認め印（スタンプ印は不可）
　法人は、代表者印
④運転免許証などの本人確認書類

小型特殊自動車は、軽自動車税（種別割）の課税対象です。4月1日時点の所有者に課税されます。
新たに車両を所有する場合、車両を所有していてナンバー登録がない場合、車両を手放す（廃車・譲渡）場合は
市役所2階税務課で手続きをしてください。　　　　　　　　　　　　

法律の改正で、けん引式農耕作業機を農耕用トラクターで
けん引したまま公道走行することが可能になりました
今まで固定資産税（償却資産）の対象であったけん引式農耕作業機は、軽
自動車税（種別割）の課税対象となります。該当車両を所有している方
は、登録の手続きをお願いします。
詳細は、国土交通省・農林水産省・日本農業機械工業会のホームページを
ご覧ください。※簡易チラシは市役所税務課にあります。　　　　　　　

小型特殊自動車（農耕用など）も
ナンバー登録が必要です 問税務課

　☎21・2250　℻22・5903

登録に必要なもの
①軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
（税務課窓口にあります）
②販売証明または譲渡証明
③印鑑
   個人は、認め印（スタンプ印は不可）
　法人は、代表者印
④運転免許証などの本人確認書類

けん引式農作業機の例
●ロールベーラー　
●トレーラー
●マニュアスプレッダ
●バキュームカー　など 

イラスト：
（一社）日本
農業機械工業会

Q　事業所敷地内のみで使用する場合でも、登録は必要ですか。
A　必要です。所有していることで課税されます。公道を走行するかしないかは関係ありません。

Q　古いトラクターを登録せずに所有しています。販売証明も譲渡証明もありません。
A　証明がなく、譲ってくれた人も分からない場合、車名・型式・車体番号（製造番号）が分かるメモか
　　写真を撮ったもの・印鑑・運転免許証などの本人確認書類を税務課にお持ちください。

※表に当てはまらない大型特殊自動車は、固定資産税（償却資産）の対象です。償却資産の申告が必要です。

Q　どんなものが小型特殊自動車になりますか。
A　以下に該当するものが、小型特殊自動車です。

よくある質問

トラクター、コンバイン
田植え機（乗用）など
フォークリフト、
ショベルローダー、
ロータリー除雪自動車など

最高速度が最高35ｋｍ/ｈ未満
（乗用装置があるもの）
以下の全てを満たすもの
全長4.7m以下　全幅1.7m以下
全高2.8m以下　最高速度15km/h以下

車両の種類 要件 税額（年）

農耕車

その他

2,400円

5,900円
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